
 

紀三井寺人工壁を使用するみなさんへ 

 

ロープ・クイックドロー等の貸出について 

 

紀三井寺壁同人 世話役  

宮本 泰伸 

白子 欽也 

 

昨年のクライミングロープ事故に関連して、人工壁施工者より、ロープレンタルは有事

に責任の所在が明確にできないのでやめてほしい、と強く申し入れがありました。 

これについて、管理者のはまゆうグループさんから、 

「はまゆうグループとしては今後もできるだけ利用者の便宜をはかりたいのでレンタル

は続けたいのだが、施工者から申し入れがあったので管理者の立場としてはもう貸出がで

きない、なにかよい方法はないだろうか」 

と紀三井寺壁同人に相談がありました。 

 これについて、会長宮本泰伸と副会長白子欽也で相談した結果、レンタル用品一式を壁

同人に譲ってもらい、同人が使用するという形にすれば、はまゆうグループさんに迷惑が

かからないのではないか、という話になりました。 

 はまゆうグループさんも、それでいけるなら了解します、とのことでした。 

 

 今回、別紙の趣旨にご賛同の方を、紀三井寺壁同人のメンバーとして募ります。参加希

望の方は、所定の用紙に署名し切り離し、はまゆうグループに提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



紀三井寺壁同人 趣旨 

 

 

1 紀三井寺壁同人（以下 同人）は、紀三井寺人工壁愛好家により構成される。 

2 同人に、入会金・会費はない。入会時は、下記の用紙に署名しはまゆうグループに提出

しなければならない。退会する時は、はまゆうグループに報告しなければならない。 

3 同人は、便宜上、世話役は置くが、各メンバーに対し、なんら権限・義務はないものと

する。世話役は合議により選出する。会長・代表等の役職はおかない。 

4 同人会員は、紀三井寺人工壁内外の環境を快適に保つようつとめる。人工壁パネルやホ

ールドに異常があった場合は、はまゆうグループに報告する。 

5 同人会員は、紀三井寺人工壁でのクライミングが活性化するようにつとめる。同人会員

は、活性化のためにルート作成/整備や各種催事をする際に倉庫備品を使用できる。 

6 同人会員は、同人所有のロープ・クイックドロー等を自由に使用することができる。同

人以外の使用は認めないので、その場合は、同人に入会してもらうようにする義務がある。 

7 同人会員は、同人所有のロープ・クイックドロー等を使用する場合、貸出ノートに記名

し、必ず事前・事後チェックをおこない異常がないかを確かめてから使用・返却すること。

具体的には、使用前・使用後にロープ全長を素手でしごいて切れ目・ほつれが無いか確認

する。異常を発見した時は、はまゆうグループに報告する義務がある。 

8 同人会員は、いかなるクライミング中の事故についても同人に責任を追及できない。ま

た、なんらかの責任追及行為が発生しそうなときは、同人が解散することを了解すること。 

9 同人会員は、他団体への所属・交流についてなんの制限もない。 
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